
5．障害者スポーツにおけるグローバリゼーション
　　　　ー障害者スポーッの国際的団体の組織化と長野パラリンピックー

尾崎正峰

はじめに～考察の前提

　人々のスポーツの権利を論ずるとき、ユネスコ

「体育・スポーツ国際憲章」　（1978）は国際的な

到達点として認識される。

　この憲章が対象として想定しているのは、「す

べての」人々であることは、その第1条に「体育

・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権

利である」ことが謳われていることからも自明の

ことであろう。にもかかわらず、第1条一3で

「学齢前児童を含む若い人びと、高齢者、身体障

害者がその要求に合致した体育・スポーヅプログ

ラムにより、その人格を十分に発達させるための

特別の機会が講ぜられなければならない」と記さ

れている。また、第3条一1は「（体育・スポー

ツのプログラムは）社会的に恵まれないグループ

の要求に優先権を与えなければならない」として

いる。

　このように、憲章がわざわざ「学齢前児童を含

む若い人ぴと、高齢者、身体障害者」、あるいは

「社会的に恵まれないグループ」を取り上げた意

味は何であろうか。現在、憲章の制定過程の詳細

な議論をつまびらかにする資料をもちえていない

ため推測の域を出ないが、憲章の制定された

1970年代後半という時代においては、一部の国

を除けぱ、高齢者や障害者などの人々がスポーツ

に参加する権利とは自明のことがらではなかった

からではないかと思われる。

　（旧）西ドイツが「ゴールデンプラン」を策定

し、1970年代にはその目標を達成した。また、

ユネスコ憲章に先立っ1975年、CE（Council　of

Europe）はrヨーロヅパ・みんなのためのスポー

ツ憲章」を採択した。このことに象徴されるよう

にヨーロッパ（とくに、西側先進国といわれた国

々）においては、すでにスポーヅをする権利にた

いする社会的承認は進んでいたととらえることが

できる。一方、多くの国にとってユネスコ憲章に

示されたスポーツ権思想は、今後到達すべき目標

とでもいうぺきものであったろう。

　ユネスコ憲章のなかに示された障害者に対する

規程は、スローガン的に「スポーッ・フォア・オ

ール」といわれる「すぺての」人々へのスポーツ

の保障を考えるとき、障害者にたいする意識的取

り組みが必要であることをいみじくも示している・

換言すれば、障害者へのスポーツの保障を実現す

ることは、文字通りrすべての」人々のスポーツ

の保障につながるということができるであろう。

　ユネスコ憲章が採択されて以後、20年という

時が経った。スポーツとその権利をめぐる状況も

変化した。そのなかで、障害をもつ人々がスポー

ッに参加するための多様な選択肢を社会のなかに

構築していくこと、そのことにたいする社会的認

知と社会的承認が、少しずつ広がってきている。

パラリンピックをはじめとする国際大会の開催や

国際的競技団体の組織化など、国家の枠組みを越

えた活動も展開されてきている。

　本稿では、障害者スポーツのグローバリゼーシ

ョンの現状の一端を探るために、昨年（1997

年）の本研究室の秋合宿での報告を下敷きに国際

パラリンピック委員会（I　PC）の組織化過程を

とらえること、そして、今年（1998年）3月の

長野パラリンピック冬季大会とそれに合わせて開

催されたパラリンピック・エキスパート・コング

レスでの議論から触発されたことについてまとめ

ていくことととしたい。

1．障害者スポーツ組織の国際化

　　　～国際パラリンピック委員会を例に

（1）国際パラリンピヅク委員会への組織化過程

　国際パラリンピック委員会（The　Imemadomal

PafalympicCommi“ee、以下「IPC」）は、今
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年長野で開催されたパラリンピック冬季大会をは

じめとして、障害者の国際スポーツ大会を開催し

ている国際的な障害者スポーツ組織である。

　I　P　Cが掲げる目標は、以下のものである。

①世界レペルの競技会の開催

②10Cなど国際スポーツ機関との連携

③健常者と障害者の統合

④個々の障害者グループの技術二一ズに応える国

　際レベルから地域レベルまでの競技会の日程づ

　くりのコーディネート

⑤目的達と理念の達成のための教育プログラム、

　調査、プロモーション活動への援助

⑥障害者のスポーツ参加におけるあらゆる差別の

　排除の促進

⑦障害者のスポーツ参加と障害者の能力開発のた

　めのトレーニングプログラムを受ける機会の拡

　大の追求

　I　PCの設立は、1989年，9月21日、デュヅセ

ルドルフにおいてであった。多くの人の率直な印

象として、rそんなに最近の出来事なのか」とい

う思いを禁じ得ないのではないだろうか。パラリ

ンピヅクは、第1回大会が1960年にローマを舞

台に開催されて以来、1964年には第2回大会が

東京で、その後、夏季、冬季の両大会にわたって

回数を重ねてきていることを私たちは知っている

からである。

　上記の印象のなかに含まれる疑問にも似た思い

に答えるために、まず、障害者スポーツの競技団

体の組織化の変遷の概要を見ておこう（資料は、

I　P　C関連のホームページ等からのもの）。

＜表一1　障害者スポーツに関する組織の設立＞

1948第1回ストーク・マンデヴィル大会

1952　1SMGF（lmemational　S重oke　Mandevme　Games

　　　Federation）設立

19601WGSD（In電ema吐ional　Working　Group　Spon

　　　for　Disabled）結成

　　　＊World　Federaこion　fbτEx－selviceman（世

　　　　界歴戦者連盟）の支援

1964　1SOD（lntemational　Spon　Oτganization　for　the

　　　Disabled）設立

　　　＊WGSDの後継団体

　　　＊ISMGFに加盟できなかったアスリート

　　　　（視覚障害、手足切断、脳性小児麻痺、

　　　　対麻痺）の参加

1978CP－ISRA（Cerebr証Palsylntemati・na1Sp・rt

　　　an4Recreation　Associa！ion）設立

　　　＊脳性小児麻痺の単独団体

19801BSA（lnIema吐i・na1BlindSp・dA㎜ciati・n）

　　　設立

1982　1CC（Intemalio皿al　Co－ordina吐ing　CommiUee

　　　Spo郎）結成

　　　＊CP－ISRA、IBSA、ISMGF、ISODの

　　　　4団体の統合

1986　CISS（Comite　In重ema吐iona匠Sports　des　Sourds）

　　　とINAS－FMH（lmemationalAssocia1ionSpor塾

　　　for　Persons　wi山Mental　Handicap）がICCに

　　　加盟

1989　1PC設立

　上記の表に見るような障害者スポーヅの競技団

体の組織化の過程から、I　P　Cが現在のように、

6つの国際的な障害者スポーツ組織（CISS、

CP－ISRA、IBSA、INAS－FMH、ISMGF、ISOD）

から構成される形になるまでには、いくつもの段

階が存在したことが分かる。全体の流れとしては、

障害別の競技団体が結成され、その後、各団体が

統合していくという過程を取っていたということ

ができる。

（2）I　P　Cへの組織化過程に見る特徴

　現状において、障害者スポーツの競技団体とし

ては最大のものであるI　P　Cへの組織化過程の全

体的な流れは、前項のようにまとめられるであろ

うが、ここでは、さらにいくつかの特徴点を以下

のようにとらえてみたい。

1位技としての　虫　スポーッの，、流がストーク

マンデヴィル兄技大会であること。その北　には、
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ヨーロッパにおける’　　の　大があったこと。

　障害者スポーツ、とくに、競技としての障害者

スポーツを語るとき、必ず取り上げられるのが、

ストーク・マンデヴィル競技大会である。発端は、

第二次世界大戦の戦傷者、とくに脊椎損傷者にた

いしてグットマン博士が行った治療・リハビリの

一環として車椅子アーチェリーが取り入れられた

ことにある。脊椎損傷者にとって身体運動は大事

なものであり、競技であるからこそ真剣になる、

そのことが治療効果を促進する、という博士の考

えに依っていた。1948年に最初のストーク・マ

ンデヴィル競技大会が開催され、その後、国際競

技大会へと展開し、実施種目も増加していった。

　パラリンピック大会は、このストーク・マンデ

ヴィル競技大会との結びっきが深いものである・

第1回パラリンピヅク・ローマ大会（ただし、こ

のときは「パラリンピック」の名称は使用されて

いなかった）は、同時に第9回国際ストーク・マ

ンデヴィル競技大会であり、第2回東京大会は第

13回国際ストーク・マンデヴィル競技大会でも

あったことが、そのことを端的に示している。

　　　　　　以の虫の且bは1960

　障害者スポーツの競技団体の組織化が、1960

年代以降に進展した背景には、いくつかの要素が

あると考えられる。

　第一に、前述のパラリンピック・ローマ大会開

催があげられるであろう・同大会に刺激を受け、

脊椎損傷者以外の障害者の間にも、国際レペルの

競技会の開催と参加の要求が生まれてきたのでは

ないだろうか。

　パラリンピック大会の参加者層の変遷を見ても、

1960年の第1回パラリンピック大会は、参加選

手は身障者のみ、それも、主に、脊椎損傷者が占

めていた。その後、1976年の第5回トロント大

会において、視覚障害、手足切断者の参加が実現

し、1980年のアーヘン大会では、脳性小児麻痺

者の参加を見た。これ以後の大会では、知的障害

者の参加も実現するなど、さまざまな障害をもつ

人々の参加へと拡大を遂げていった。

　第二に、本稿の冒頭で指摘したように、ヨーロ

ッパの国々では、第二次世界大戦後、人々のスポ

ーツ参加にたいする政策展開がなされてきていた。

その結果、多くの人々（健常者）がスポーツに参

加するようになった結果、障害をもつ人々がr我

々もスポーツを」ということになったのではない

か。同時に、直接的に、障害者スポーツにたいす

る政策も展開するようになったことも大きかった

と予想される。

2．長野パラリンピック冬季大会をめぐって

（1）パラリンピヅク・エキスパートコングレス

　今回のコングレスは通算で4回目にあたる。

　管見の限りでは、このコングレスに関する全国

レベルのテレビ・新聞報道はなされなかった。障

害者スポーツをめぐって、パラリンピックという

個別的なことがらに限定されない、幅広い議論が

なされたコングレスについての報道が（ほとん

ど）なされなかったことは、後述の競技報道の問

題と合わせて、障害者スポーツにたいするメディ

アの姿勢の一端を見る思いである。

　コングレスでは、基調講演のほかに4本の招待

講演。その他、各国の実践についての報告がなさ

れた（各報告の具体的な内容については、別稿

「パラリンピック・エキスパートコングレスに参

加して」　『スポーツのひろば』1998年5月号、

を参照していただきたい）。

　ここでは、基調講演と招待講演を聞いて、筆者

が持った感想、ならびに問題意識をまとめてみた

い。各国の障害者スポーツをめぐる状況の把握が

不十分である現状では、多くの修正点、場合によ

っては、誤りをも含んでいるかもしれないが、コ

ングレスでの議論に接して率直に感じた点を以下

にまとめてみる。

1　宝　スポーツを　える基盤整備における

や’の立と役割は、ヨーロッパとアメリカ

あるいは、カナダを　めて北米　とは異なって

いるのではないか。
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　自己資金によるクラブや施設の運営という面で

は、ヨーロッパもアメリカも共通点があるが、運

営面等への国家や自治体による援助という面では

大きな違いがあるように思われた。

　ヨーロッパにおいては、国家や自治体による公

的資金の導入をはじめとして、その役割は相当程

度の大きさを持っている。一方、アメリカやカナ

ダにおいては、国や州、そして、自治体からの補

助はなく、寄付金獲得の活動をはじめとして、自

前の資金で運営している。「自分たちですぺてを

しなければならなかった」という報告者の発言は、

そのことの率直な表明であろう（基調後援者のハ

ル・オレアリィ（アメリカ）と招待後援者の一人

ジェリィ・ジョンストン（カナダ）両氏は、とも

に同趣旨の発言をしていた）。

　この点を考察していく際には、福祉国家体制の

比較研究が必要になるのではないかと感じた。

アメリカやカナダなどのヒ米地　の　窒　スポ

一ヅ　と　にウインタースポーヅの　f整備が

　ヒしたのは1970年代以　のことではないか。

　この点は、前項と同じくハル・オレアリィ氏と

ジェリィ・ジョンストン氏の報告を聞いて感じた

ことである。とくに、ジョンストン氏の「1970

年代、われわれは何もないところから始めた」と

発言し、筆者の質問に対するフロアからの補足意

見の中で「彼（ジョンストン）こそ創始者であ

る」という発言があった。

　なぜ1970年代であったか、現時点では不明で

ある（ペトナム戦争とその戦傷者問題が思い浮か

ぷが、確証はない）。

　しかし、両氏の映像を交えた報告から伺い知る

限り、現在のアメリカやカナダにおいて、障害者

がウインタースポーヅをするための条件整備は、

相当程度進んでいると思われた。交通機関、スキ

ー場までのアクセス手段、リフトなどの設備、専

門の指導者（養成の制度化と資質）しかりである。

　乱暴な言い方をすれぱ、1970年代当初は大き

な違いはなかったが、その後の約30年間という

時の過ごし方が、現在の彼我の差を生みだしてい

るのではないかという思いを強くもった。また、

アメリカでは、1990年のADA法（障害をもつア

メリカ人法）の制定とその実施も大きいと考えら

れる。

（2）パラリンピヅク大会のマスコミ報道

　パラリンピック大会に関するマスコミ報道は、

直前に開催されたオリンピック大会と比べると著

しく少なかった。とくに、テレビは、パラリンピ

ック大会の開催前まではほとんど取り上げなかっ

たといってよい（例外的に、テレビ朝日は多くの

特集を組んでいた）。

　オリンピックでは、NHKが「B　Sはぜんぶや

る」というコピーとともに、競技の模様を極力リ

アルタイムで放映するべく番組編成を行った。一

方、パラリンピヅクに関しては、開会式と閉会式

こそ生中継されたものの、競技そのもののリアル

タイムの放映はほとんどなされず、ニュースのな

かで競技結果とともにその一部が流される程度で

あった。その後、日本選手の活躍、とくに、アイ

ススレヅジスケートにおけるメダルラヅシュのた

め、マスコミに取り上げられる機会が増えたが、

こうした対応のなかに、マスコミ（とくに、テレ

ビ）における障害者スポーツの位置づけ、さらに

は、「後追い姿勢的体質」がかいま見える。

　このように、多くの不十分さと問題をはらんで

いたパラリンピック報道であったが、残した成果

は小さくはなかったのではないか。これまでもパ

ラリンピックをはじめとする障害者スポーツを積

極的に取り上げてきたテレビ朝日、そして、NH

Kも大会終了後、選手個人にスポットを当てた番

組をいくつか放映した。これらは、日本における

マスコミ報道の全体量からすればごく小さな部分

であったかもしれないが、少なからぬインパクト

を人々に与えたということができる。障害者スポ

ーヅ、とくに、競技としての障害者スポーツの存

在を人々にアピールしたのではないかと考える。

障害者スポーツニリハビリ、ないしは、弱々しい

ものというイメージを払拭したいという願いは、

障害者スポーツに関わる人々の間から出されてき
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ていたが、今回の大会はその実現へ向けての一歩

であった。

（3）大会は何を残したのか～長野の街は

　パラリンピヅク大会が、長野に、ひいては日本

の障害者スポーヅに何を残したのか。この点は、

パラリンピック大会を評価する上で、今後の最大

のポイントとなるであろう。

　ここでは、健常者と障害者がともに暮らすまち

づくりの指標となる生活基盤整備について見てい

きたい。高齢者福祉計画（ゴールド・プラン）や

「障害者に優しい街づくり』など、最近の自治体

計画のなかで、高齢者と障害者と街づくりの問題

は大きな課題として取り扱われるようになった。

　では、長野の街はどうであろうか。パラリンピ

ヅク開催によって何が変わり、何が変わっていな

いのであろうか。

　筆者の体験からするならば、J　R長野駅ではコ

ンコースなどにスロープや障害者用エレベーター

が設置されていた。案内所も改札口を出たすぐの

所に設置され、大会期間中はヴォランティアも精

力的に活動しており、障害者も活動しやすい環境

が整えられていた。

　しかし、駅前から徒歩で10分も経たないとこ

ろで道路に段差が目立ち、車椅子では通行が困難

なところが多く見受けられた。また、大通りを横

切るための地下道の入口には階段しかなく、スロ

ープやエレベーターの影も形もなかった。

　競技会場（アクアウイング）の入口もスロープ

が設置されていたが、勾配が急で、その長さも車

椅子の人には相当の労力が必要だろうと思わせる

ほどのものであった。スロープを設置すれば事足

りるものではない。

　この筆者の個人的で狭い経験から判断しても、

パラリンピヅク開催は、　r障害者に優しい街づく

り」、あるいは「バリアフリーな社会」へのきっ

かけになったが、その全体的な成果を見るのは、

まだ先のことであるといわざるを得ないであろう。

しかも、オリンピック開催に向けての公共投資の

累積のため長野県と長野市の自治体財政は逼迫し

ている。「オリンピック景気」に沸いた建設業界

を筆頭に、景気もどん底といわれる・そうした状

況下において、長野の福祉が停滞・後退するので

はないかという危惧は県内の関係団体から表明さ

れている。障害者スポーツも同様の状況にさらさ

れることになる。

おわりに

　障害者スポーツのグローバリゼーションの一端

を、国際的競技団体の組織化過程と長野パラリン

ピック大会をめぐる状況に即して見てきた・推論

にとどまっている部分も多く、課題は尽きないが、

今後、検討すべき事項を列挙して、この稿を閉じ

ることとしたい。

　今回の作業で、国際的な競技団体の組織化過程

のアウトラインをつかむことができた・今後は、

入り組んでいる各団体の組織化の過程を、その動

因とともにより詳細にとらえていく必要がある・

　次に、日本における障害者スポーツの現状をと

らえることが必要となってこよう。

　これまでの日本における障害者スポーツ研究を

振り返れば、いくつかの先駆的な研究が存在して

いるものの、研究の絶対量は少ない・また、社会

体育や生涯スポーツなどの言葉で語られてきた、

地域における人々のスポーツ活動に関する研究成

果は一定程度の蓄積を見ているが、そこに障害者

スポーツを明確に位置づけるという点では弱さを

持ってきた。この点は克服されなければならない。

　日本における障害者スポーツの問題を考えてい

くとき、第一に、政策史的観点からの整理が必要

であろう。障害者スポーツに直接関係する政策展

開の把握はもちろんのこと、たとえば、1970年

前後の日本型福祉社会（福祉国家の日本的展開）

の検証や現在の規制緩和と市場化の促進という状

況下における福祉問題、など国家政策全体ともリ

ンクした議論が求められるだろう。

　第二に、地域で進行してきている障害者スポー

ッの実態とその多様化をとらえることである。自

治体による事業展開、すなわち、障害者を対象と

したスポーツ大会や教室の開催、施設・設備の整
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備、指導者養成、等が少しずつであるが進行して

きている。障害者の自主グループの活動と組織化

も展開を見せてきている。この点に関しては、

r地域福祉」の時代において、ノーマライゼーシ

ョンの実現と地域社会における生活者像の形成、

QO　L（クォリティ・オブ・ライフ）、自立生活、

自己実現、などの言葉が語られるようになった社

会福祉分野とのクロスオーバーが必要であろう・

　最後に、障害者スポーツの展開にあたっての障

害者自身の意見表明、また、権利実現の主体とし

て障害者自身が位置づく、という至極当然なこと

がらをおさえておきたい。そこおける主体の形成

過程に注目することも重要であろう・すでに始ま

っている障害者の「囲い込み」にたいするアンチ

テーゼ、そして「同一化」「統合化」への模索の

なかにその芽を見いだすことができよう。

　環境問題をはじめとする世界規模の問題にたい

して、生活者レベルからの運動を興し、進めると

きのスローガンに“Tl血kGlobally，Act　L㏄ally”

というものがある。ここにあげた検討事項と課題

は、障害者スポーツにおける“Think　Globally，

Act　Locally”の現実の姿を探ることであり、障害

者スポーツにおけるグローバリゼーションとロー

カリティを結ぶ線を見いだすことにもつながるで

あろう。
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